
宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

令和５年
10月20日
（金）

１　経済
対策につ
いて

　燃油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響
は、観光業、飲食業及び小売業を中心とした地域経済
や市民生活に甚大な影響を及ぼしています。
　地域経済の立て直しには、市単独事業を実施するた
めの財源の確保が必要であることから、以下のとおり
要望します。

１　経済状況が回復するまで、適時に切れ目ない経済
対策を講ずること。
２　物価の安定や経済が回復するまでは、継続的かつ
安定的な財源の確保について、地方創生臨時交付金の
増額など全面的な財政措置を講ずるよう国に強く働き
かけること。

【商工労働観光部】
１　県内の中小企業者は、３年に及ぶ新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大の影響や、エネルギー・物価高
騰等の影響により、非常に厳しい経営状況が続いてい
ると受け止めています。
　中小企業者への支援としては、令和５年６月議会で
予算措置を行い、令和５年４月から９月の期間を対象
とした「中小企業者等事業継続緊急支援金（令和５年
度事業）」の交付を実施しました。
　 その他にも、燃料費高騰の影響を受けている運送
事業者や貸切バス事業者への支援も行っているところ
です。
　また、国に対しても、「電力・ガス・食料品等価格
高騰重点支援地方交付金」など、地域の実情を踏まえ
た支援策を継続的に講じるよう要望しています。
　県としては、引き続き状況を注視しながら、関係機
関と連携し、物価高騰や賃上げの対応など、適時適切
に必要な支援を検討していきます。（Ａ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ａ：１、
Ｂ：１

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの
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【ふるさと振興部】
２　県では、令和５年６月14日の国に対する「物価高
騰・新型コロナウイルス感染症対策に関する提言・要
望」において、原油価格・物価高騰や新型コロナウイ
ルス感染症による影響が長期化する中、地域住民の生
活や地域経済を守るための取組は、広範囲かつ長丁場
となっていることから、地方公共団体の財政運営に支
障が生じることのないよう、十分な財政措置及び財政
基盤の弱い地方公共団体に対する重点的な配分並びに
令和６年度以降も取組が必要となることを見据えた
「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金」の柔軟な運用について要望を行ったところです。
　国においては、令和５年11月に新たに物価高騰対応
重点支援地方創生臨時交付金を措置し、エネルギー・
食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業
者に対する支援事業分として、県内市町村に約31億円
の配分を行ったところです。
　今後においても市町村との連携を密にしながら、各
市町村が地域の実情に応じた施策を講じられるよう、
必要に応じて国に要望していきます。(Ｂ)
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令和５年
10月20日
（金）

２　公共
交通の維
持確保に
ついて
（１）公
共交通の
維持確保
について

　市内路線バスは、国や県の補助により運行する路線
があり、補助制度は地域公共交通の維持確保に大きな
成果を上げています。また、鉄道、タクシーにおいて
も市民や観光客の足として維持確保が必要です。
　つきましては、公共交通の維持確保を図るため、以
下のとおり要望します。

１　幹線バス路線の維持確保のため、県単補助金の地
域の実情や社会情勢に応じた要件の緩和及び補助上限
額の拡大を図ること。
２　すべての人が公共交通を利用しやすい環境となる
よう、デマンド交通などの地域内交通の本格運行に要
する経費に対し補助制度を創設すること。

１　幹線バス路線の運行欠損額に対する県単補助であ
る広域生活路線維持事業について、平均乗車密度４人
以上を要件としているのは、利用者が少ない場合、乗
合バスの運行よりも効果的な運行手段が考えられるた
めですが、これまで、その時々の社会情勢を踏まえ、
被災地特例や激変緩和措置、新型コロナウイルス感染
症に伴う特例措置といった要件の緩和を実施してきた
ところです。
　今年度実施した地域内公共交通構築検討会におい
て、市町村とともに県単補助のあり方について検討を
行い、県単補助路線のコロナ特例を令和６年度まで継
続することとしたところであり、引き続き、その時々
の社会情勢を踏まえながら、必要な支援を検討してい
きます。（Ｂ）

２　地域内交通への支援については、市町村が地域の
実情に応じ、持続可能な公共交通体系の構築に向けた
実証運行を行う場合に、地域公共交通活性化推進事業
費補助により支援を行っているところです。
　当該補助では、地域公共交通体系の再編に係る計画
に位置付けられた路線の実証運行に加え、補助事業に
より構築した運行形態を継続する場合、本格運行の初
年度に要する経費を補助対象としているところです。
　また、幹線に接続する地域内交通等の本格運行に対
しては、国の地域内フィーダー系統補助の対象となり
得ることから、補助要件である法定計画の策定に対す
る支援を実施しているところであり、引き続き必要な
支援について検討していきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：２

3 



宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

２　公共
交通の維
持確保に
ついて
（２）八
木沢・宮
古短大駅
アクセス
路整備に
係る支援
について

　八木沢・宮古短大駅は、平成31年３月の開業以来、
地域住民のみならず、岩手県立大学宮古短期大学部の
学生にも利用されています。
　地域住民及び利用者の利便性向上のため、以下のと
おり要望します。

１　令和６年度に予定している八木沢・宮古短大駅の
アクセス路整備工事について、三陸鉄道の利用促進に
つながることから、工事費に係る財政支援を行うこ
と。

　市町村道等の道路整備については、地域事情や必要
性に応じて市町村において実施しているものと認識し
ておりますが、当該アクセス路については、その整備
計画の内容をお伺いしつつ、県としてどのような支援
ができるか検討していきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：１

令和５年
10月20日
（金）

３　災害
に強いま
ちづくり
の推進に
ついて
（１）河
川の適切
な維持管
理につい
て

　県が管理する河川の適切な維持管理のため、以下の
とおり要望します。

１　近年多発する豪雨等災害に備え、堤防の整備、土
砂浚渫や立木の除去など、河川機能の強化を図るこ
と。
特にも、閉伊川と刈屋川の合流地点、閉伊川と飛沢川
の合流地点、津軽石川と藤畑川の合流地点の河道掘削
について早期に着手し、花輪橋付近の立木伐採も計画
的に実施すること。
２　砂防堰堤について、砂防施設点検結果を踏まえた
適切な維持管理を行うこと。
３　河川水門施設に係る定期点検を実施し、改良、改
修が必要な施設について必要な予算を確保のうえ、早
急に対応すること。
４　河川水門操作者の安全を確保するため、スルース
型水門を自動開閉型へ改良すること。
５　防災・安全交付金等による財政措置の拡充につい
て、国に強く働きかけること。

１　河川の維持管理について、県では、住宅密集地域
や被災履歴のある箇所など優先度の高い箇所から順次
対策を進めており、令和４年度は、津軽石川と藤畑川
の合流地点、摂待川胡桃畑地区、神田川小林地区、近
内川千徳地区、長沢川松山地区等の支障木伐採や堆積
土砂の除去を実施し、令和５年度は、閉伊川と飛沢川
の合流地点、津軽石川と藤畑川の合流地点、摂待川胡
桃畑地区、神田川小林地区、近内川千徳地区、長沢川
松山地区等で実施しているところです。
　また、閉伊川と刈屋川の合流地点の河道掘削及び花
輪橋付近の立木の除去は必要と認識しておりますが、
河川巡視により河川の状況を把握し、次年度以降、管
内河川の優先度の高い箇所から順次対策を講じていく
予定です。今後も現地の状況を確認しながら、適切な
河川の維持管理に努めていきます。（Ａ）

２　砂防堰堤の維持管理については、毎年実施してい
る砂防施設点検結果や長寿命化計画等に基づき対策を
進めており、令和４年度に和井内地区安庭沢堰堤上流
の堆積土砂を除去したところです。引き続き、砂防施
設点検等により施設の状況を把握し修繕等を行うとと
もに、長寿命化計画も踏まえた適切な維持管理に努め
ていきます。（Ａ）

沿岸広域
振興局

土木部 Ａ：２
Ｂ：２
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３､４　河川水門については、定期的に実施している
水門施設点検の結果を踏まえ、改良、改修が必要な場
合は速やかに対応するとともに、自動開閉型水門の導
入についても検討していきます。（Ｂ）

５　県では、洪水発生時に堆積した河道の土砂撤去な
ど、緊急的に対応すべき防災・減災対策に資する事業
について、防災・安全交付金等による財政措置の継続
を国に対し要望しているところであり、今後も機会を
捉えて働きかけていきます。（Ｂ）

令和５年
10月20日
（金）

３　災害
に強いま
ちづくり
の推進に
ついて
（２）砂
防事業、
急傾斜地
崩壊対策
事業及び
治山事業
の促進に
ついて

　豪雨等により土砂災害による被害が多発しているこ
とから、砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業及び治山事
業について、一層の整備促進を図るため、以下のとお
り要望します。

１　整備中の砂防事業（高浜の沢(2)、赤前上の沢
(2)）、急傾斜地崩壊対策事業（築地）、復旧治山事
業（坂本沢）について早期に完成させること。
２　被害が多数発生した重茂、赤前、津軽石、崎山、
新里、川井の各地区に　ついて、早急に対策を進める
こと。
　特にも、土砂災害特別警戒区域（土石流）の北井
沢、田の沢及び土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の星
山、上箱石、川井-9、復旧治山事業（堀内、里、中の
浜、腹帯、和野）について早期に完成させること。
３　令和４年７月23日の豪雨により発生した鈴久名地
区の山腹崩壊について早急に完成させること。

【農林水産部】
１　治山事業（坂本沢）については、令和５年10月に
概成（完成）しています。（Ａ）
２　治山事業は、県が策定する「治山事業四箇年実施
計画」等に基づき実施しており、整備する箇所は、地
域の実情を踏まえ、『人家』や『重要な公共施設』な
どの保全対象を考慮し、緊急性の高い箇所を優先的に
実施しています。また、治山事業の実施に係る予算の
確保について、国に要望しているところです。
　要望のありました箇所については、事業採択要件や
現地の状況、緊急性等を考慮し、市と連携を図りなが
ら、検討を進めていきます。（Ｂ）
３　鈴久名地区の山腹崩壊については、国庫補助事業
による事業実施が採択となったことから、令和５年度
から現地の調査測量に着手しており、引き続き早期完
成に向け、取り組んでいきます。（Ａ）

沿岸広域
振興局

農林部、
土木部

Ａ：６、
Ｂ：１、
Ｃ：２
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【県土整備部】
１　砂防事業高浜の沢(2)については、令和３年度か
ら工事に着手し令和５年９月に完成しています。
（Ａ）
　砂防事業赤前上の沢(2)については、令和４年度か
ら工事に着手しており、引き続き、早期完成に向けて
事業を推進していきます。（Ａ）
　急傾斜地崩壊対策事業（築地）については、令和３
年度から工事に着手しており、令和５年度内の概成を
目指して工事を推進していきます。（Ａ）

２　土砂災害特別警戒区域（土石流）の北井沢につい
ては、令和５年度に事業着手しました。（Ａ）土砂災
害特別警戒区域（土石流）の田の沢については、既設
の砂防堰堤の適切な維持管理に努めるとともに、今
後、現地の堆砂状況を踏まえながら、土砂・流木等堆
積物の撤去等の必要な対策について検討していきま
す。（Ｃ）土砂災害特別警戒区域（急傾斜）の星山、
上箱石、川井-9については、要配慮者利用施設や避難
所、学校・病院等の公共施設のある箇所、被害履歴の
ある箇所など県全体の整備状況を考慮しながら検討を
進めていきます。（Ｃ）
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
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所属名
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【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

３　災害
に強いま
ちづくり
の推進に
ついて
（３）浸
水対策事
業の推進
について

　浸水対策を実施するうえで必要な道路の冠水対策や
河川の改修などのため、以下のとおり要望します。

１　社会資本整備総合交付金を含めた既存制度の補助
要件の拡大及び新たな財政支援の創設について、国に
強く働きかけること。
２　根市地区について、台風第10号において国道106
号及び沿線の住宅・事業所が浸水する被害が発生した
ことから、国道106号の排水側溝の改修を行うこと。

１　貴市が実施している浸水対策基本調査において、
今後示される具体的対応案について、社会資本整備総
合交付金等の制度対象の可否を勘案し、補助要件拡大
等の財政支援について国へ働き掛けていきます。
（Ｂ）
２　道路の排水施設は、道路利用者の安全な通行を確
保するため、基準に基づき必要な排水能力を確保し、
設置することとしています。
　要望の国道106号根市地区の排水側溝の改修につい
ても、この基準により、現在の側溝を設置しているこ
とから、早期の改修は困難ですが、令和５年度にフ
ラップゲート下流の堆積土砂を一部除去しているとこ
ろであり、今後も、流末を含め、排水系統の点検を行
い、適切な維持管理に努めていきます。（Ｃ）

沿岸広域
振興局

土木部 Ｂ：１、
Ⅽ：１

令和５年
10月20日
（金）

３　災害
に強いま
ちづくり
の推進に
ついて
（４）水
防警報河
川の追加
指定につ
いて

　今後の適切な避難指示等の実施のため、以下のとお
り要望します。
１　新たに危機管理型水位計が設置された山口川、近
内川、二又川、飛沢川、小国川、夏屋川、鈴久名川、
倉の沢川、薬師川、田代川、神田川、摂待川、八木沢
川、重茂川河川に係る水防警報河川の早急な追加指定
をすること。

１　要望のあった河川のうち、田代川においては、従
来型の水位計を整備したうえで、令和７年度から水防
警報河川に指定する計画としています。これ以外の河
川における水防警報河川の指定については、危機管理
型水位計の運用実績等や他県の動向等を踏まえ、指定
の適否を判断し、今後の計画への位置付けについて検
討していきます。（Ｃ）

沿岸広域
振興局

土木部 Ｃ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

３　災害
に強いま
ちづくり
の推進に
ついて
（５）復
興関連事
業終了に
伴う財政
負担増加
に対する
軽減策に
ついて

　復興関連事業の終了に伴い、通常事業に移行したこ
とにより財政負担が増加していることから、以下のと
おり要望します。

１　通常事業に移行したことにより、市の財政負担が
増加した音部漁港の整備について、負担の軽減策を講
じること。

　東日本大震災津波に係る復興事業として取り組んで
きた音部漁港の掘り込み整備については、地元漁協の
追加要望等により事業費が増加することから、その増
加分は、通常事業で対応することとしております。
　引き続き、宮古市や地元漁協と協議・調整を行いな
がら、事業費の縮減を図り、宮古市負担額の軽減に努
めていきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

水産部 Ｂ：１

令和５年
10月20日
（金）

４　道路
交通ネッ
トワーク
の整備促
進につい
て
（１）宮
古盛岡横
断道路の
整備促進
について

　重要物流道路である宮古盛岡横断道路について、災
害時の緊急体制やきめ細かな道路管理体制を整えるた
め、以下のとおり要望します。

１　田鎖蟇目道路及び箱石達曽部道路の整備促進に向
けた必要な予算確保など、事業推進を図ること。
２　箱石達曽部道路は、道の駅やまびこ館へのアクセ
ス向上を図ること。
３　国土交通大臣管理の指定区間への編入について、
国に強く働きかけること。

１　田鎖蟇目道路は令和２年度、箱石達曽部道路は令
和３年度に国により事業化されたところですが、県で
は、令和６年度政府予算提言・要望において、これら
の道路を始めとする宮古盛岡横断道路の整備推進につ
いて国に要望したところであり、引き続き国へ働きか
けていきます。（Ｂ）
２　また、箱石達曽部道路の道の駅（やまびこ館）へ
のアクセスについても、利便性が確保されるよう国へ
働きかけていきます。（Ｂ）
３　県では、令和６年度政府予算提言・要望におい
て、復興支援道路として整備された宮古盛岡横断道路
の指定区間編入についても国に要望したところであ
り、東北地方の連携・交流の骨格となる格子状骨格道
路として、国で一体的に管理することについて、引き
続き様々な機会を捉えて国へ働きかけていきます。
（Ｂ）

沿岸広域
振興局

土木部 Ｂ：３
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

４　道路
交通ネッ
トワーク
の整備促
進につい
て
（２）国
道の防災
対策及び
交差点改
良につい
て

　国道106号及び340号について、以下のとおり要望し
ます。

１　土砂崩落を防ぐ法面補強や落石防護柵の設置な
ど、防災対策にかかる必要な予算を確保すること。
２　現国道106号と市道廻立線との交差部分につい
て、安全性の向上を図る対策を行うこと。

１　県では、災害に強い道路ネットワークの構築など
の防災・減災対策を推進するため、令和６年度政府予
算提言・要望において、国の公共事業関係費の安定
的・持続的な確保と併せ、「防災・減災、国土強靱化
のための５か年加速化対策」に係る必要な予算・財源
を当初予算において別枠で確保するとともに、５か年
加速化対策期間終了後においても、中長期的見通しの
もと、継続的に対策を講ずる必要があることから、引
き続き、国土強靱化に必要な予算・財源を別枠で確保
するよう国に要望したところであり、今後も引き続き
必要な予算の確保について、国に働きかけていきま
す。（Ｂ）
２　国道106号と市道廻立線の交差点については、令
和５年度から測量及び道路詳細設計を進めてきまし
た。今後とも地域の御協力をいただきながら、整備推
進に努めていきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

土木部 Ｂ：２

令和５年
10月20日
（金）

４　道路
交通ネッ
トワーク
の整備促
進につい
て
（３）国
道340号｢
宮古～岩
泉間｣(和
井内～押
角トンネ
ル間)の
整備促進
について

　押角トンネルが供用開始され、押角峠工区から宮古
側1.7㎞の区間については、令和２年度から和井内押
角工区として事業着手されました。
　交通難所の解消に向けて、以下のとおり要望しま
す。

１　和井内押角工区の早期完成に向けた事業推進を図
ること。
２　未改良区間の残り約2.0㎞について、早期に事業
化すること。

　一般国道340号落合～宮古市和井内間は、幅員狭小
で急カーブや急勾配が連続している区間があることか
ら、整備が必要と認識しています。
１　このため、宮古側については、令和２年度に「和
井内～押角工区」として事業化し、令和５年度は道路
改良工事及び橋梁詳細設計等を進めてきたところで
す。今後とも地域の御協力をいただきながら、整備推
進に努めていきます。（Ａ）

２　約2.0kmの未改良区間については、幅員が狭く、
急カーブが連続していることから、整備が必要な区間
と認識しており、交通量の推移や公共事業予算の動向
等を見極めながら総合的に判断していきます。（Ｃ）

沿岸広域
振興局

土木部 Ａ：１、
Ｃ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

４　道路
交通ネッ
トワーク
の整備促
進につい
て
（４）主
要地方道
の整備及
び事業化
について

　安全かつ円滑な交通の確保と、災害に強い道路ネッ
トワークを構築するため、以下のとおり要望します。

１　重茂半島線はカーブが連続し、狭隘な個所も多く
存在し、東日本台風においては未改良区間の崩落によ
り集落が一時孤立したことから、早期に全線改良する
こと。
２　紫波江繫線について、江繫「大畑地区からタイマ
グラ地区」の道路改良整備をすること。
３　大槌小国線について、小国（道又）から大槌町金
沢までの区間の「土坂峠トンネル」について早期に事
業化すること。
４　宮古岩泉線について、宮園団地から箱石地区を経
由し、田代地区に至る延長約11ｋｍの区間を早期に改
良すること。

１　主要地方道重茂半島線については、地域の産業や
経済活動、日常生活を支える重要な路線であり、災害
時において緊急輸送を担う路線と認識しています。未
改良区間については、早期の整備は難しい状況です
が、交通量の推移や公共事業予算の動向等を見極めな
がら総合的に判断していきます。（Ｃ）

２　大畑地区からタイマグラ地区間については、早期
の整備は難しい状況ですが、交通量の推移や公共事業
予算の動向等を見極めながら総合的に判断していきま
す。（Ｃ）

３　主要地方道大槌小国線については、令和元年度ま
でに宮古市小国地区から大槌町金澤地区間のうち、早
期に整備効果が発現できる現道拡幅区間約1,100mの整
備が完了したところです。
　残る区間の整備については、急峻な地形であり、長
大トンネルを含む大規模な事業となることが想定され
ることから、慎重な検討が必要であると考えており、
公共事業予算の動向や、復興道路開通後の交通の流れ
の変化なども考慮しながら、総合的に判断していきま
す。(Ｃ)

４　主要地方道宮古岩泉線（宮園団地～箱石地区～田
代地区間）については、早期の整備は難しい状況です
が、交通量の推移や公共事業予算の動向等を見極めな
がら総合的に判断していきます。（Ｃ）

沿岸広域
振興局

土木部 Ｃ：４
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

４　道路
交通ネッ
トワーク
の整備促
進につい
て
（５）通
学路の安
全確保に
ついて

　全国で発生している通学路における死傷事故を踏ま
え、歩行者の安全を確保するため、以下のとおり要望
します。

１　通学路における歩道の新設や、ガードレールの設
置等の交通安全対策　　事業に積極的に取り組むこ
と。

　県では、いわて県民計画（2019～2028）に基づき、
歩行者の安全な通行を確保するため、通学路等への歩
道設置や防護柵等の交通安全施設の整備を推進してい
るところであり、引き続き取り組んでいきます。
（Ａ）

沿岸広域
振興局

土木部 Ａ：１

令和５年
10月20日
（金）

４　道路
交通ネッ
トワーク
の整備促
進につい
て
（６）宮
古盛岡横
断道路、
国道340
号立丸峠
周辺及び
押角トン
ネル内の
携帯電話
不感エリ
アの解消
について

　携帯電話不感エリアを解消するため、以下のとおり
国と通信事業者への働きかけを要望します。

１　岩手県の地域防災計画において、「緊急輸送道
路」に位置付けられている宮古盛岡横断道路及び国道
340号について、全線にわたる携帯電話のエリア整備
を行うこと。
２　特に、「立丸峠」「押角峠」については、トンネ
ル内の長距離区間が不感　エリアであることから、早
急にエリア化を図ること。
３　国及び通信事業者への働きかけや早期事業化に向
けて、引き続き支援すること。 

　携帯電話の不感地域解消は重要な課題であり、これ
までも国に対し、県として、整備について繰り返し要
望しているほか、携帯電話事業者に対して、不感地域
の解消を要請してきました。
　宮古盛岡横断道路については、令和３年度まで、国
道340号については、令和４年度までに、立丸峠周辺
の非居住地域及び一部トンネル区間を除き、おおむね
エリア化されたところです。
　残る不感エリア（一部トンネル区間等）について
も、公益社団法人移動通信基盤整備協会と協議を進め
るほか、引き続き県から国及び携帯電話事業者等へ携
帯電話利用環境の整備を働きかけていきます。
（Ｂ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部、土木
部

Ｂ：1
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

５　重要
港湾宮古
港の機能
強化につ
いて
（１）重
要港湾機
能の強化
について

　重要港湾の機能維持と活性化に向け、以下のとおり
要望します。

１　重要な港湾機能であるタグボートの常駐は、県の
責任において行うこと。
２　藤原ふ頭の耐震強化岸壁整備について早急に事業
化を行うこと。
３　早急に藤原地区の静穏度向上対策を図ること。
４　藤原ふ頭工業用地について、企業の用途に応じた
立地が進むよう県有地との交換、譲渡等を含め柔軟か
つ速やかに対応すること。

１　宮古港へのタグボートの常駐については、宮古・
室蘭フェリー就航時における貴市との合意を踏まえ、
寄港再開決定の際には、貴市と連携して費用を負担す
ることとしています。（Ｂ）
２　耐震強化岸壁については、令和２年度に策定した
「宮古港長期構想」において、適切な施設配置を検討
したところであり、事業化については、今後の港湾の
利用状況を踏まえながら検討していきます。（Ｂ）
３　宮古港の港内の静穏度向上対策については、港湾
計画の改訂が必要であることから、令和２年度に「宮
古港長期構想」を策定したところであり、引き続き、
貴市と連携して港湾計画の改訂に向けた貨物需要の掘
り起こしや課題整理等に取り組んでいきます。（Ｂ）
４　未分譲地と民有地との交換については、地権者の
意向を確認しているところであり、その結果を踏まえ
必要に応じて具体的な協議を進めていきます。
　また、未分譲地の交換や譲渡について要望があった
場合は、その具体的な利活用計画を提示いただきなが
ら、検討していきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

土木部 Ｂ：４
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

５　重要
港湾宮古
港の機能
強化につ
いて
（２）
ポート
セールス
の強化に
ついて

　宮古港を核とした広域的な産業振興が図られるよ
う、以下のとおり要望します。

１　フェリー定期航路の再開に向け、ポートセールス
を強化すること。
２　クルーズ船の寄港増加と寄港効果の県内への波及
拡大に向け、ふ頭周　辺の環境整備、観光資源の一層
の開拓、船会社やランドオペレーターの視察招請など
のポートセールスを強化すること。
３　港湾利用企業の立地や拡大に向け、ポートセール
スを強化すること。

１　フェリー定期航路の再開に向けたポートセールス
活動の強化については、令和２年度に実施した貨物動
向調査の結果を踏まえ、貴市と合同で調査協力企業へ
の訪問を行うなど、引き続き貴市と連携して取り組ん
でいきます。（Ａ）

２　クルーズ船の感染症対策やインバウンド対策など
の受入環境の整備について、令和２年度から令和４年
度は外国大型クルーズ船が全て寄港中止となりました
が、令和５年度の寄港実績を踏まえ、貴市や関係機関
と連携しながら、十分な受入環境の整備に努めていき
ます。
　また、クルーズ船社へのポートセールスについて
は、引き続き、貴市や関係機関と連携して、クルーズ
船社やランドオペレーターへの訪問をはじめ、クルー
ズ船社等の視察受入れなどにより、クルーズ船社等に
対して宮古港への寄港を働き掛けていきます。（Ａ）

３　港湾利用企業の立地や拡大に向けたポートセール
スについては、貴市と連携して取り組んでいきます。
（Ａ）

沿岸広域
振興局

土木部 Ａ：３

令和５年
10月20日
（金）

６　移住
定住・雇
用対策の
推進につ
いて
（１）若
者の移住
推進に向
けた支援
策の拡充
について

　若者の移住、Ｕ・Ｉターンの推進に向け、若者を対
象とした支援策の拡充について、以下のとおり要望し
ます。

１　「いわて若者移住支援金」の対象者について、居
住地要件を「県外」に緩和すること。

　いわて若者移住支援金については、より多くの若者
の本県への移住、Ｕ・Ｉターンを促進するため、令和
４年度から新卒要件を追加し、令和５年度からは、さ
らに女性及び25歳以下の若者に対する加算を設けたと
ころです。
　令和６年度からは、県営住宅を活用した「いわてお
試し居住体験事業」参加者について、県内定着を促す
ため、就業までに至る期間を考慮し、申請期間の延長
を予定しています。
　居住地要件は現在のところ、東京圏としています
が、本県からの転出者が最も多い宮城県など東京圏以
外の県外も対象とすることについて、国の移住支援金
の制度の拡充状況も見ながら、次年度以降も検討して
いきます。

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

６　移住
定住・雇
用対策の
推進につ
いて
（２）企
業立地促
進奨励事
業費補助
金の拡充
について

　地域経済の活性化及び雇用の拡大が図られるよう、
以下のとおり要望します。

１　企業立地促進奨励事業費補助金について、沿岸広
域における対象業種の拡充、新規常用雇用者数及び補
助率の要件を緩和すること。

　県では、内陸部に比べて有利な制度設計となってい
る「企業立地促進奨励事業費補助金」や、「特定区域
における産業の活性化に関する条例」に基づく不動産
取得税などの地方税の減免措置等の各制度をＰＲしな
がら、企業誘致に取り組んでいるところです。
　補助金の拡充については、全県的な視点に立ち、限
られた財源の効果的な活用を前提としつつ、他県との
競争力の比較、業界や産業の動向、地域の事情等を勘
案して、より良い方策を検討していきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：１

令和５年
10月20日
（金）

７　養殖
事業の推
進につい
て

　天然魚の漁獲量が減少する中、養殖魚による水揚量
確保は有効な手段です。
中でも、ホシガレイは貴重な魚であり、養殖により、
安定的な水揚量の確保が期待できます。
　このため、本市では、令和元年度からホシガレイの
陸上養殖調査事業に取り組んでおり、種苗の確保が喫
緊の課題となっております。
　第８次岩手県栽培漁業基本計画（令和４～８年度）
では、ホシガレイの放流目標を１０万尾と定めている
ものの、現在、事業化検討の前段階として、種苗生産
がなされておりません。
　つきましては、以下のとおり要望します。

１　ホシガレイの種苗生産及び安定的な供給体制を早
急に整えること。

   ホシガレイの種苗生産については、国の水産研
究・教育機構からの技術移転を受けながら、（一社）
岩手県栽培漁業協会において、技術開発を進めている
ところです。
  一方、種苗生産の事業化に向けては、親魚の確保、
稚魚のふ化率の向上、疾病対策及び生産経費の確保な
ど、技術的・経営的な課題があると認識しています。
　現在、県では、水産庁、水産研究・教育機構、関係
県等で構成する「ホシガレイ栽培漁業広域連携推進プ
ラットホーム」に参画し、ホシガレイの種苗生産技術
の開発や生産体制の構築など、栽培漁業の推進に向け
た相互の情報交換や技術協力を進めています。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

水産部 Ｂ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

８　観光
の振興に
ついて
（１）三
陸ジオ
パーク及
びみちの
く潮風ト
レイルの
推進につ
いて

　三陸ジオパーク及びみちのく潮風トレイルの推進の
ため、以下のとおり要望します。

１　三陸ジオガイドの育成が三陸ジオパークの魅力拡
大につながることから、研修会や育成プログラムを実
践すること。
２　みちのく潮風トレイルを本県の代表的な自然散策
体験観光として位置づけ、周知宣伝を図り誘客を強化
すること。

1　三陸ジオガイドの育成が三陸ジオパークの魅力拡
大につながることから、研修会や育成プログラムを実
践すること。
　県では、三陸ジオパーク推進協議会と連携して平成
28年度から三陸ジオパーク認定ガイドの養成を行って
おり、令和５年９月１日現在で64名の方々が認定ガイ
ドとして活躍されています。
　また、認定ガイドの更新講習会の開催やガイド研修
会の実施などの取組をこれまで継続して実施してきま
した。
　今後も、三陸ジオパーク推進協議会と連携し、認定
ガイドの養成のほか、ガイドスキル向上に向けた取組
を継続し、ジオパークの魅力発信のための態勢整備に
取り組んでいきます。（Ａ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部、保健
福祉環境
部

Ａ：１、
Ｂ：１

２　県では、これまでも三陸ＤＭＯセンター等と連携
してみちのく潮風トレイルをはじめ、三陸復興国立公
園や三陸ジオパークなど多様な地域資源を有する優位
性を生かし、これら三陸固有の資源を生かした観光
ルートの情報発信や三陸の地域資源のブラッシュアッ
プ等に取り組んできたところです。
　また、市町村、観光関連事業者等で構成するいわて
観光キャンペーン推進協議会を設置して、国内外への
情報発信の強化にも取り組んでいるところです。
　さらに、令和６年１月から３月までの３ヵ月間、県
内各地の特色のあるコンテンツを活用して、内陸地域
の滞在型観光や内陸から沿岸への周遊型観光をテーマ
に「いわて冬旅キャンペーン」を展開し、首都圏等に
向けた情報発信を強化するとともに、誘客拡大に取り
組んでいます。
　今後も、三陸ＤＭＯセンターや地元関係者と連携し
て情報発信の強化に取り組み、三陸の地域資源を生か
した誘客の促進に取り組んでいきます。（Ｂ）
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

８　観光
の振興に
ついて
（２）観
光関連施
設の修繕
について

　度重なる災害や大雨により破損した箇所及び老朽化
した施設について、以下のとおり要望します。

１　老朽化した浄土ヶ浜第一駐車場トイレを建て替え
ること。
２　臼木山トイレの洋式化と、園地内の計画的な改修
を行うこと。
３　みちのく潮風トレイルルート上の三王園地遊歩
道、真崎海岸及び佐賀部などの自然遊歩道（ロープな
どで代用している手すりを含む）について、早急に改
修すること。

　宮古市内の自然公園においては、令和５年度までに
田老地区の歩道再整備や魹ヶ崎灯台トイレの改修など
を行っておりますが、自然公園施設の整備について
は、県内各地から多くの要望があり、必要性、緊急性
等を考慮しながら整備を進めている状況です。
１　浄土ヶ浜第一駐車場トイレについては、洋式トイ
レへの温水洗浄便座の設置や浄化槽の修繕など老朽化
対策を行っているところですが、建て替えについて
は、耐用年数等を考慮しながら、貴市及び関係機関と
意見交換を行い、整備方針を検討していきます。
（Ｂ）
２　臼木山トイレについては、園路の一部バリアフ
リー化や多目的トイレの整備等を行っているところで
すが、貴市と意見交換を行い、利用形態や利用状況を
考慮しながら整備方針を検討していきます。（Ｂ）
３　三王園地遊歩道等の施設改修については、国立公
園の特別保護地区及び第１種特別地域等における施設
整備は、国が行うこととされていることから、国によ
る再整備を要望していくこととしますが、利用者の安
全確保のため緊急な再整備を要する箇所については、
貴市及び関係機関と意見交換を行い、整備方針を検討
していきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

保健福祉
環境部

Ｂ：３
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

９　医
療・福祉
の充実に
ついて
（１）県
立宮古病
院の医師
の確保等
について

　宮古医療圏の中核病院として、圏域住民の命を支え
る重要な役割を担う県立宮古病院について、以下のと
おり要望します。

１　県立宮古病院の医師及び看護師の不足を解消し、
医療サービスの向上に努めること。
２　救命率の向上及び後遺症の軽減のため、ドクター
ヘリを増機するなど搬送体制の強化を図ること。
３　県立宮古病院に救命救急センターを設置するこ
と。

【医療局】
１　県立宮古病院の常勤医師の配置又は増員について
は、派遣元である大学医局においても医師の絶対数が
不足していることから厳しい状況が続いているため、
関係大学からの診療応援や県立病院間の連携等によ
り、診療体制の維持に努めているところです。
　県では、医師の地域偏在の更なる解消に向けて、医
師不足が深刻な沿岸・県北地域への奨学金養成医師の
配置に向けて、令和３年度に配置対象となった奨学金
養成医師から、沿岸・県北地域での２年間の勤務を必
須化しており、令和５年度に配置した151名の養成医
師のうち、９名を宮古病院に配置したところです。
　県としては引き続き、関係大学を訪問し医師の派遣
を強く要請していくほか、即戦力となる医師の招聘や
奨学金養成医師の計画的な配置等に努めながら、医師
の確保に取り組んでいきます。
　看護師については、令和２年度に夜勤体制強化のた
めの増員を図り、今年度もその体制を維持しているほ
か、病院からのヒアリング等に基づき育休代替職員を
措置するなど、体制整備に努めているところです。
　沿岸地域の病院は欠員が生じた場合、看護師免許取
得者を確保することが難しい状況となっていることか
ら、看護師の募集において、受験資格を緩和した沿岸
枠（久慈・宮古・山田・大槌・釜石・大船渡・高田）
を設定し、受験しやすい環境整備に努めており、引き
続き必要な看護師数の確保に取り組んでいきます。
（Ｂ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部、保健
福祉環境
部

Ｂ：２、
Ｄ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

【保健福祉部】
２　本県ドクターヘリについては、平成24年度の導入
後これまで円滑に運航されており、平成25年度からは
北東北三県の広域連携による運航を開始し、県北沿岸
地域における救急医療体制の強化を図っているところ
です。
　ドクターヘリの増機は、必要な医師、看護師のス
タッフ確保などの課題があり困難ではありますが、今
後とも、広域連携による運航を継続しながら、必要な
救急医療体制の確保に努めていきます。（Ｂ)
３　本県の三次救急医療体制については、重症及び複
数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を24
時間体制で受け入れるため、面積が広大で山間部が多
いという地理的状況等も踏まえ、岩手医大附属病院高
度救命救急センターを含め４病院を救命救急センター
に指定しているところです。
　県立宮古病院への新たな救命救急センターの設置
は、必要なスタッフの確保などの課題があり困難です
が、ドクターヘリも活用しながら必要な三次救急医療
体制を確保していきます。（Ｄ)
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

９　医
療・福祉
の充実に
ついて
（２）高
校生まで
の医療費
助成制度
の拡大に
ついて

　子育て世帯にとって大きな負担となっている子ども
の医療費を、国、県及び市町村で支援していくため、
以下のとおり要望します。

１　県事業として実施する医療費助成について、全県
的に実施している現物給付との統一を図り、高校生
（入院・外来）まで対象を拡大すること。
２　全国一律のこども医療費助成の制度創設につい
て、国に強く働きかけること。

１　各市町村の医療費助成については、それぞれの政
策的判断のもとに、単独事業として拡充が進められて
きていますが、県では、広域的な視点から、より専門
的なサービスの提供を行う役割があることから、県立
病院事業に約200億円を繰り出すなど、市町村単位で
は実施が困難な施策を実施してきたところです。
　県が助成対象を拡大する場合、重度心身障がい児・
者など他の助成制度との公平性にも配慮する必要があ
り、県の政策全体の中で、総合的に検討する必要があ
ると考えています。（Ｃ）

２　本県のみならず、全国的に支援の拡充が進む中、
子ども医療費助成については、全国の自治体から、全
国一律の制度の創設が強く求められており、これまで
も国に対し、全国知事会としても、全国一律の制度を
創設するよう要望してきたところですが、今後も粘り
強く国に対し働きかけを行っていきます。（Ａ）

沿岸広域
振興局

保健福祉
環境部

Ａ：１、
Ｃ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

９　医
療・福祉
の充実に
ついて
（３）介
護施設等
の整備に
関する補
助単価の
引き上げ
と介護職
員の人材
確保につ
いて

　介護施設の新規整備に関し、実勢単価を反映した補
助単価の引き上げと介護人材確保について、以下のと
おり要望します。

１　地域医療介護総合確保基金における施設開設補助
について、補助単価の引き上げを国に強く働きかける
こと。
２　県独自補助の創設又は他の補助メニューを併用で
きる制度を整備すること。
３　人材の確保に向けて、介護職員の給与を全産業平
均の水準まで引き上げるようさらなる処遇改善策につ
いて、国に強く働きかけること。

　地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等整
備事業費補助については、国が消費税率の引上げや建
設コストの高騰等に対応して、順次基準単価の改正を
行っており、直近では、令和５年６月23日付けで地域
医療介護総合確保基金管理運営要領が一部改正され、
基準単価上限額の増額が行われたところです。
　県ではこの基準単価上限額の増額に対応し、令和６
年度から市町村への補助単価を引き上げる予定として
います。
　県としては社会情勢の変化等を注視し、財源措置も
含めて、必要に応じて働きかけていきます。（Ａ）
　また、国が補助対象としていない広域型特別養護老
人ホーム等の整備に関して、県では老人福祉施設整備
費補助の制度を設け、全国平均を上回る単価により補
助を行っているところであり、新たな補助制度の創設
等については、その必要性も含めて慎重な検討が必要
と考えています。（Ｃ）
　介護職員の処遇改善については、介護職員等ベース
アップ等支援加算が新設され、介護職員の収入の３％
程度（月額9,000円）の賃金改善に要する経費に相当
する加算制度が設けられたところです。

沿岸広域
振興局

保健福祉
環境部

Ａ：２、
Ｃ：１

　さらに、令和５年11月２日の閣議決定に基づき、介
護職員の収入の２％程度（月額平均6,000円相当）引
き上げを図るための措置が令和６年２月から５月まで
実施されるほか、令和６年６月からは現行の各加算・
各区分の要件及び加算率を組み合わせた介護職員等処
遇改善加算が実施される予定です。
　県では、政府予算提言・要望活動において、全産業
平均の賃金水準に達するまで、更なる処遇改善を継続
的に行うことや介護サービスの提供に関わる全ての従
事者を加算対象にすること、適切な水準の介護報酬の
設定など、介護人材確保対策の一層の拡充について要
望しています。（Ａ）
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

９　医
療・福祉
の充実に
ついて
（４）リ
ハビリ
テーショ
ンセン
ターのサ
テライト
施設の設
置につい
て

　沿岸地域において、回復期リハビリテーションを担
う高度で専門的な医療を充実させるため、以下のとお
り要望します。

１　リハビリテーションセンターのサテライト施設を
市内に設置すること。

　県では、リハビリテーション医療の中核施設とし
て、いわてリハビリテーションセンターを設置し、地
域の医療機関や施設との連携により、県内のリハビリ
テーション医療の充実に取り組んでいるところです。
　引き続き患者の受療動向を把握、分析の上、県内の
リハビリテーション医療提供体制について検討してい
きます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

保健福祉
環境部

Ｂ：１

令和５年
10月20日
（金）

１０　教
育環境の
整備につ
いて
（１）教
育環境の
整備につ
いて

　度重なる災害による家庭環境の変化や、複雑化、多
様化する教育課題や学習指導要領の改訂に対応するた
め、以下のとおり要望します。
１　スクールカウンセラー及びスクールソーシャル
ワーカーを増員すること。
２　指導主事の配置数について、現定数を維持するこ
と。

１　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カーの配置については、沿岸部をはじめ、県内全域に
おいて震災起因に係る問題を抱えた児童生徒の実状を
把握するための調査に基づき、また、様々なデータを
もとに生徒指導上の諸課題を抱える学校の実態を踏ま
えながら、支援が必要な学校へ適切な配置していると
ころです。
　今後も、国に対して「緊急スクールカウンセラー等
活用事業」による特別措置の継続を要望していくとと
もに、スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカーと連携した各学校の教育相談体制の充実を目
指し、適正な配置に努めていきます。（Ｂ）

２　指導主事の配置については、全県的に市町村間の
配置の均衡を図る観点から、平成25年度において、全
市町村に各１人配置し、学校数・学級数等が多い市町
村には規模に応じて複数配置するよう見直しを行った
ところであり、宮古市については、令和５年度、引き
続き２人の配置としているところです。
　令和６年度以降の配置については、各市町村の状況
及び国庫負担定数の措置状況等を踏まえつつ、検討し
ていきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：２
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

１０　教
育環境の
整備につ
いて
（２）岩
手県立宮
古水産高
等学校の
機能強化
について

　気候変動などの影響により、三陸の海洋環境は大き
く変化し、従来の魚種の漁獲量が維持できない危機的
状況です。
　これからの三陸の漁業・水産業を振興し、豊かな海
とともに暮らすことを望む児童生徒に、従来の養殖漁
業に限らず「海面養殖」「陸上養殖」を通じ、海洋教
育によりキャリア教育や生きる力を育む環境を整える
必要があります。
　そのためには、専門的な知識及び技術が習得できる
高等教育の更なる充実が必要であることから、以下の
とおり要望します。
１　岩手県立宮古水産高等学校に養殖科を新設するこ
と。

　宮古水産高校海洋生産科では、生徒の希望に応じて
２年生から船舶運航コース及び食品資源コースに分か
れて、より専門的な学びを行う教育課程としており、
食品資源コースでは水産業の６次産業化に対応するた
め、水産物の生産から加工、流通、販売に関する科目
を幅広く学習する中で、栽培漁業（増殖・養殖）等に
関する専門分野の基礎的な知識と技術についても教育
を行っております。
　本県の沿岸漁業を支える人材育成は重要な課題と認
識しており、令和３年５月に策定した「新たな県立高
等学校再編計画後期計画」（以下「後期計画」とい
う。）においても、「地域や地域産業を担う人づく
り」等を基本的な考え方とし、産業人材としての確か
な基盤を育成できる教育環境を整備することとしてい
ます。

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

　この考え方に基づき、宮古地域においては、基幹産
業である水産業をはじめ、ものづくり産業等に関する
専門的な学びを希望するより多くの生徒が集う学校の
整備に向け、宮古水産高校と宮古商工高校をそれぞれ
単独で維持しつつ、老朽化が進む両校の校舎及び施設
等を同一校地内に集約して、両校の施設の共有化を図
る等、一体的な整備を行うこととしました。これによ
り、水産、家庭、商業、工業の各専門分野が連携して
学びの充実等を図り、新たな時代をリードする産業人
材の育成等を目指すものです。
　また、後期計画の終期を見据え、次期県立高等学校
再編計画の土台となる県立高等学校の在り方の検討に
今年度から着手しているところであり、今後の水産教
育も含めた本県における県立高校教育の長期ビジョン
について、慎重に検討しているところです。
　新しい学科の設置については、前述の長期ビジョン
に関する検討状況、中学生の進路希望状況、卒業後の
進路、地域の産業構造や人材のニーズ及び産業施策の
方向性等、様々な観点からの検討が必要であり、多く
の課題があるものと認識していますが、栽培漁業を担
う人材の育成に向けて、引き続き、現在行われている
教育課程の充実に取り組んでいきます。（Ｂ）
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

１０　教
育環境の
整備につ
いて
（３）幼
児教育・
保育の無
償化に係
る対象年
齢の拡大
及び副食
費の無償
化につい
て

　幼児教育・保育の無償化に係る保育料は「いわて子
育て応援保育料無償化事業」により、課税世帯の第２
子以降の３歳未満の子どもについて無償化されていま
すが、第１子については依然として無償化の対象と
なっていません。
　また、副食費についても保育料と分離され無償化の
対象となっていないこ　とから、以下のとおり要望し
ます。
１　「いわて子育て応援保育料無償化事業」の対象を
拡大し、課税世帯の3歳未満の第1子についても対象と
すること。
２　副食費は保育料と分離せず、どちらも国の制度の
中ですべて無償化するよう、国に強く働きかけるこ
と。

１　令和５年４月から第２子以降の３歳未満児に係る
保育料等の無償化を行う市町村に対する補助を実施し
たところであり、今後の国のこども施策の動向もみな
がら、事業の実施状況を検証していきます。（Ｂ）

２　副食費については、市町村が地域事情に応じて、
独自の軽減措置を講じているところですが、県では、
子育て支援施策等の充実・強化を図るため、幼児教
育・保育の完全無償化を早期に実現するよう国に要望
しています。今後においても、全国知事会とも合わ
せ、国に対し、強く働きかけていきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

保健福祉
環境部

Ｂ：２
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（１）福
島第一原
子力発電
所におけ
るＡＬＰ
Ｓ処理水
の海洋放
出につい
て

　ＡＬＰＳ処理水の海洋放出によって風評被害が生じ
ていることから、以下のとおり要望します。

１　ＡＬＰＳ処理水の海洋放出によって新たな風評被
害が生じていることから、処理水については、海洋放
出によらない新たな処理・保管方法を引き続き検討す
ること。また、汚染水の発生を抑制する対策を講じる
とともに、トリチウムの除去技術開発に取り組むこ
と。
２　処理水等に関して丁寧に説明等を行い、風評被害
を発生させないよう取り組むこと。
３　水産資源への風評被害の対応は、国が主体とな
り、財政支援を含め速やかに行うこと。

　ＡＬＰＳ処理水の処分は、本県の自然環境や漁業を
始めとする産業に影響を及ぼすものであってはならな
いというのが一貫した県の考え方であり、これまで
様々な機会を捉えて、関係団体や関係市町村等に対す
る丁寧な説明と慎重な対応を国に要望してきたところ
です。
　今年度においては、５月23日に国に対し、県、岩手
三陸連携会議（沿岸13市町村で構成）及び県漁業協同
組合連合会の三者で「ALPS処理水の処分に関する安全
と安心の確保」及び「風評に負けない強い水産業の実
現に向けた取組への支援」について要望したところで
す。
　さらに、６月14日に実施した政府予算要望では、
「科学的根拠に基づく客観的で信頼性の高い情報の発
信と丁寧な説明など市町村や関係者等の理解を得る取
組の継続」、「徹底した安全対策とあらゆる分野に対
応した万全な風評対策など国内外の理解と安心が得ら
れる取組の実施」、「風評が発生した場合における期
間や業種を限定しない被害の実態に見合った賠償の実
施」及び「トリチウムの分離技術など更なる処理技術
の研究開発の推進」などについて、国が責任を持って
取り組むよう要望したところです。

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：３
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

　また、全国知事会では、８月31日に国に対し、会長
（鳥取県知事）、農林商工常任委員長（本県知事）、
農林水産物輸出拡大プロジェクトチームリーダー（岐
阜県知事）の連名により、「中国政府への輸入停止措
置の即時撤廃の働きかけ」、「輸出に関わる事業者等
の事業継続に向けた国の責任を持った対応」など、中
国における日本産水産物の全面輸入停止措置等に係る
緊急申し入れを行ったところです。
　なお、国では令和５年９月４日に国内消費拡大・生
産持続対策、風評影響に対する内外での対応、輸出先
の転換対策、国内加工体制の強化対策、迅速かつ丁寧
な賠償の5本柱から成る総額1,007億円の「水産業を守
る」政策パッケージを発表しています。県においては
９月13日、本庁及び各広域振興局にALPS処理水の海洋
放出関連の漁業者・事業者からの相談窓口を設置して
いるところです。
　今後においても、国内外の理解と安心が得られる取
組を国の責任においてしっかりと行うよう引き続き求
めていきます。（Ｂ）

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（２）災
害援護資
金の償還
免除等の
取扱いに
ついて

　災害援護資金償還金の実態を把握し、被災者救済の
趣旨にふさわしい対応が望まれることから、以下のと
おり要望します。

１　現行の免除要件の適用にあたり、償還困難、無資
力等の要件について、具体的な運用基準を明示するこ
と。
２　最長13年となっている償還期間について、阪神・
淡路大震災の例に準じ、当面5年間償還期間が延長さ
れるよう、所要の法令等改正を行うこと。

　県では、償還が始まった平成29年度以降、債権管理
に係るマニュアルの作成・配布や市町村担当者等会議
を開催し、債権管理に係る先進地の取組事例の紹介な
どにより、市町村の適正な債権管理の取組を支援して
きたところです。
　償還免除の要件については、国から具体の基準や取
扱い事例が示されていないため、償還の猶予や免除な
どの運用基準や具体的な取組事例を示すなど、円滑な
債権管理事務に向けた支援を要望しているところであ
り、今後も県内市町村の状況や意向などを把握しなが
ら、必要な対応を検討していきます。（Ｂ）
　償還期限の延長に係る国への要望については、他県
の動向とともに、市町村の状況や意向を把握しながら
検討していきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：２
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（３）加
齢性難聴
者への補
聴器購入
助成につ
いて

　本市では耳の聞こえに不自由を感じている高齢者は
約60％に上ります。難聴が進むと人の話が聞きづらく
なり、社会から孤立し、認知症になる危険性が高くな
ります。加えて、緊急時の防災無線などの情報収集が
困難になり、生命に危険が及ぶ可能性があります。
　全国的にも独自の支援策に取り組む自治体が増えて
いることから、以下のとおり要望します。

１　身体障害者手帳の対象とならない加齢性難聴者に
対する補聴器購入助成について、国における公的助成
制度を創設すること。

　加齢による聴力の低下は、高齢者が閉じこもる要因
の一つと考えられており、閉じこもりによって社会活
動への参加が消極的になり、認知症の発症をはじめと
した要支援・要介護状態に陥ることが懸念されるま
す。こうしたことから、加齢性難聴者に対する適切な
配慮や支援が行われることは、介護予防のみならず高
齢者の生活の質の向上に資するものと認識しておりま
すが、現行の公的支援制度（障害者総合支援法）にお
いては、高度・重度の難聴者のみが支援の対象となっ
ているところです。
　認知症との関係については、国の認知症施策推進大
綱において、難聴が認知症の危険因子の一つに挙げら
れておりますが、現状では明確なエビデンスが得られ
ていないことから、現在、国において難聴と認知機能
の関連や認知機能における補聴器の効果を検証する研
究が進められているものと認識しておりいます。
　これらのことから、県では、国に対し、当該研究を
進めるとともに、その研究成果を踏まえた上で、障害
者総合支援法の対象とならない加齢性難聴者の補聴器
購入に対する公的支援制度を創設するなど支援を充実
するよう要望したところであり、引き続き、国の研究
成果やそれを踏まえた補聴器購入に対する補助制度の
創設等に係る動向を注視していきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

保健福祉
環境部

Ｂ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（４）脱
炭素に向
けた再生
可能エネ
ルギーの
推進につ
いて

　地域の脱炭素に繋がる再生可能エネルギーの更なる
導入促進に向け、以下のとおり要望します。

１　国主導による系統増強と併せ、地域に裨益(ひえ
き)する再生可能エネルギーが優先される系統利用
ルールを的確に運用すること。
２　不安定な国際情勢の中にあっても、安定的なエネ
ルギーの供給を行うため、太陽光発電や風力発電など
国産再生可能エネルギーの技術開発と実用化に向けた
施策を強力に推進するとともに、その普及拡大を図る
こと。
３　国において、再生可能エネルギーの切り札として
検討を進めている大規模洋上風力発電事業の推進にあ
たり、地元発注による雇用の拡大をはじめ、地域経済
の発展に資する取り組みを進めること。
４　再生可能エネルギー由来の「水素の製造」「水素
ステーションの整備」「車両の導入」までを一体とし
た自由度の高い支援制度を創設すること。

１　地域に裨益する再生可能エネルギーの導入拡大の
ためには、発電した電力が安定して電力系統に接続さ
れることが必要であり、そのためには、送配電網の充
実・強化とともに、電力系統の混雑解消対策であるノ
ンファーム型接続や再給電方式の的確な運用が必要で
あることから、系統増強等について、引き続き、国に
対して要望していきます。（Ｂ）

２　宮古市では、脱炭素先行地域に選定された事業の
中で、国産中型風力発電等の再生可能エネルギーの地
産地消を通じた地域内経済循環による持続可能な街づ
くりを目指されていると承知しております。
 国では、GX実現に向けた基本方針において、再生可
能エネルギーの最大限の導入に向けて、次世代型太陽
光の開発や浮体式洋上風力発電の実証等に取り組むこ
ととしており、引き続き、国産再生可能エネルギーの
技術開発等について、国に対して要望していきます。
（Ｂ）

沿岸広域
振興局

保健福祉
環境部

Ｂ：４

３　洋上風力発電は、大量導入やコスト低減が可能で
あるとともに、経済波及効果が期待されることから、
県としても重要な取組であると認識しています。
　県としても先行事例における地域経済への波及効果
や課題の把握に努めるとともに、洋上風力発電事業が
地域経済に大きく貢献できるよう、必要に応じ国に対
し要望していくこととします。（Ｂ）

４　水素の普及・導入拡大のためには、水素の製造・
輸送から利用に至るサプライチェーンを見据えた規制
改革やFCV・水素ステーションの普及促進が必要であ
り、引き続き、国に対して要望していきます。
　また、県では水素ステーション整備、燃料電池車
（FCV）の導入補助を実施しておりますが、水素の製
造や利活用についても研究していきます。（Ｂ）
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（５）
ETBEの水
質管理目
標設定項
目への追
加及び補
助対象事
業の拡大
について

　ガソリン構成要素の一つＥＴＢＥが混入した地下水
は臭いが強く、飲料水としての品質を著しく低下させ
ます。津軽石地区で水道水にＥＴＢＥが混入したこと
で、長期間に及ぶ給水活動を余儀なくされました。安
全で安心な水道水を確保するため、以下のとおり要望
します。

１　ＥＴＢＥについて、水道法上の水質管理目標設定
項目に追加すること。
２　ＥＴＢＥ対策事業を補助対象事業に追加するこ
と。

　貴市の津軽石地区で水道水の水質異常が発生した際
には、水道利用者への周知や給水活動等の対応や国へ
の報告など、水道水の安全確保に取り組まれたものと
承知しています。

　貴市の状況を踏まえ、国において設定している水質
管理目標設定項目へのＥＴＢＥの追加及びＥＴＢＥ対
策の補助対象事業への追加について、機会を捉えて国
に伝えていきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

保健福祉
環境部

Ｂ：２

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（６）過
疎対策事
業債の償
還期限の
延長につ
いて

　財政融資資金における過疎対策事業債の償還期限
は、下水道や学校など一部施設を除き12年と短期間と
なっていることから、財政負担の平準化を図るため、
以下のとおり要望します。

１　財政融資資金の償還期限について、地方公共団体
金融機構資金と同様、その期間を30年に延長するこ
と。
２　財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金にお
ける既往債についても、延長後の償還期限を適用する
こと。

１・２　地方債の償還年限は、世代間負担の公平の観
点から公共施設の耐用年数等を勘案し設定されるもの
ですが、国では、令和５年度から、過疎対策事業債に
係る財政融資資金において、簡易水道施設及び簡易水
道であった水道施設の償還期限を30年に延長（金利見
直し方式）するなど、公的資金に係る配慮に努めてい
るところです。
　県としては、こうした動向を注視するとともに、引
き続き、過疎対策事業債における財政融資資金の償還
期限延長について、全国過疎地域連盟と連携しなが
ら、国に要望していきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（７）鳥
獣被害防
止対策の
推進につ
いて

　有害鳥獣駆除活動の推進及び増加しているニホンジ
カ等を新たな特産品としてジビエ利用するため、以下
のとおり要望します。

１　鳥獣被害対策と一体的に効果が期待できるジビエ
の活用を図るため、県全域が指定されている出荷制限
区域を分割するなど制限区域を見直すこと。
２　食肉に利用する個体の放射能検査費用は、これま
でと同様に国の責任において全額負担すること。
３　被害状況に合わせて鳥獣保護区の解除や範囲の縮
小など見直しを行い、有害鳥獣を狩猟で捕獲できるよ
うにすること。
４　サルの目撃情報の増加とともに農業被害も確認さ
れていることから、早急にサルを有害鳥獣に指定し、
駆除活動について検討すること。

１　出荷制限を解除するためには、国のガイドライン
では、原則、全県で１市町村当たり３検体以上かつ直
近１カ月以内の検査結果がすべて基準値以下であるこ
とが条件とされているところです。
　しかし、県内の野生鳥獣は、生息数に地域的な偏り
があり、条件を満たすことが現実的には困難となって
います。
　このことを踏まえ、国に対しては、全国知事会を通
じて、実態に即した現実的な解除要件とするよう要望
するとともに、内閣府の地方分権改革における提案募
集の活用を検討しているところであり、引き続き、国
に働きかけていきます。（Ｂ）
２　これまで、県では、釜石市または大槌町で食肉用
に捕獲され、大槌町の食肉処理加工施設に搬入された
ニホンジカ肉の全頭検査を実施しており、検査に要し
た費用については、東京電力ホールディングス（株）
へ賠償請求しています。
　今後においても、東京電力原子力発電所事故に伴う
放射性物質検査に要した費用等については、原則、東
京電力ホールディングス（株）へ賠償請求することと
しています。（Ａ）

沿岸広域
振興局

保健福祉
環境部、
農林部

Ａ：１、
Ｂ：３
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

３　鳥獣保護区は、狩猟を禁止し、鳥獣の安定した生
存を確保するとともに、多様な鳥獣の生息環境を保全
等することにより鳥獣の保護を図ることを目的に指定
されるもので、地域における生物多様性の保全に資す
るものです。
　現在、鳥獣保護区においては有害捕獲や指定管理鳥
獣捕獲等事業による捕獲は可能ですが、狩猟も含めた
区域の見直しが必要な場合は、御相談願います。
（Ｂ）
４　ニホンザルについては、県のレッドデータブック
において保護を要する種とされており、また現状では
本県の生息分布が限定的であり、個体数の著しい増加
が報告されていないこと、他の鳥獣に比べて農業被害
額が少ない状況であることなどから、管理目標を定め
て個体群管理を行う状況に至っておらず、現時点で
は、防除対策や適切な捕獲による対応がより重要と認
識しています。
　必要な防除対策をとってもなお被害がある場合は、
捕獲許可の対象となりますので、御相談ください。
（Ｂ）
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（８）国
土調査関
係予算の
確保につ
いて

　災害等に備えるために地籍調査を促進させることが
必要ですが、広大な市域を有する当市の未調査面積の
大部分が山村部であり、地籍調査事業の進捗率は
44.4％と遅れています。
　負担金の要望額に対する配分額が低い状況であるこ
とから、以下のとおり要望します。

１　財源を十分確保し、要望額に対する配分額を増額
すること。

　地籍調査事業は、公共事業の工期短縮や用地取得に
係るコストの縮減などの効果があり、とりわけ近年は
東日本大震災津波や頻発する豪雨災害からの復旧にお
いて、正確な境界復元が可能になるなど、その重要性
が改めて認識されたところです。
　こうした中、県では、国の第７次国土調査事業十箇
年計画に基づき策定した県計画により、市町村が策定
した防災対策、森林施業・保全等の施策と連携し進め
ることとしています。
　このため県では、県計画の着実な推進に向けて、市
町村の要望に応え得る予算確保のため、令和５年６月
に国に対し要望を行いました。
　今後も、市町村及び岩手県国土調査推進協議会等の
関係機関・団体と連携しながら、国に対し十分な予算
の確保と本県への配分を強く働きかけるなど、予算の
確保に努めていきます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

農林部 Ｂ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（９）国
民健康保
険に対す
る国の財
政支援の
拡充・強
化につい
て

　国民健康保険制度における諸課題に対応し、被保険
者の保険料負担の軽減を図るため、以下のとおり要望
します。

１　国民健康保険の構造的な課題に対応するため、国
庫負担割合の引上げなど、国の責任と負担において実
効ある措置を講じること。
２　保険料負担増の一因となっている医療費助成の現
物給付に対する国民健康保険の国庫負担減額調整措置
を全面的に廃止すること。
３　子どもに係る均等割保険料の軽減について、対象
を18歳以下の全ての子どもに拡充するとともに、国の
責任において必要な財源を確保すること。

１　国民健康保険に対する財政措置
　県では、国保制度改革に伴い、平成30年度以降、財
政基盤の強化のために国において毎年実施することと
された約1,700億円の財政措置の拡充を、今後におい
ても確実に実施するとともに、制度の構造的な課題を
踏まえた将来にわたる持続可能な制度の確立や国民の
保険料負担の平準化等に向けて、国庫負担率の引上げ
など、様々な財政措置を講じ、今後の医療費の増嵩に
耐え得る財政基盤の安定化を図るよう、政府予算提
言・要望において国に要望しています。
　また、東日本大震災津波により被災した市町村の国
保財政は、医療費の増加等により依然として厳しい状
況にあることから、安定的な運営が図られるよう、調
整交付金の増額や、国費による補填など、十分な財政
措置を講じるよう、併せて、国に要望しています。
（Ｂ）
２　国庫負担減額調整措置の廃止
　県では、人口減少対策としての総合的な子育て支援
施策の一環として、厳しい財政状況にありますが、市
町村等と協議のうえ、現物給付の対象を高校生等まで
順次拡大してきたところです。
　現物給付に伴う国民健康保険国庫負担金等の減額調
整措置の撤廃については、これまでも継続して国に要
望してきたところであり、令和5年6月13日に閣議決定
された「こども未来戦略方針」において、「こども医
療費助成」に係る減額調整措置を廃止する方針が示さ
れましたが、妊産婦等については、依然として減額調
整の対象となっていることから、対象に関わらず廃止
するよう国に要望しています。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

保健福祉
環境部

Ｂ：３
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

３　子どもに係る均等割保険料の軽減拡大
　県としても、国民健康保険における「均等割」の課
税が、子育て世代の保険料負担を重くしている実態が
あると認識しており、子育て支援や医療保険制度間の
公平性の確保の観点から、令和４年度から施行とされ
ている未就学児に係る均等割保険料の軽減対象年齢及
び軽減額を拡充するよう、政府予算提言・要望や全国
知事会としてにおいて国に要望しているところであ
り、今後も様々な機会を通じて国に対する働きかけを
行っていきます。（Ｂ）

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（10）廃
校施設解
体経費の
財政支援
について

　学校統廃合による廃校施設の解体について国庫補助
事業の対象外となっており、多額な経費の財源確保が
課題となっていることから、以下のとおり要望しま
す。

１　廃校施設の解体経費にかかる財政支援制度を創設
すること。

　廃校舎の解体に要する経費については、統合により
新築する場合や改築、長寿命化改良工事と併せて既存
廃校舎等の解体を実施する場合にあっては、既存廃校
舎等の解体経費が国庫補助事業の対象とされていま
す。
　一方、廃校後活用が図られず遊休施設となっている
施設の除去（解体）事業に対する補助制度はありませ
んが、平成26年度から公共施設等の除却についての地
方債の特例措置が講じられており、平成29年度からそ
の充当率が90パーセントに引き上げられております。
　しかしながら、廃校施設の解体には、多額の経費を
要し、各自治体の負担が大きいことから、遊休化して
いる施設を含めた廃校施設の解体に係る財政支援制度
の創設など、今後とも全国の都道府県と連携し国に要
望するなど、様々な機会を捉えて働きかけを行ってい
きます。（Ｂ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：１
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宮古市

要望月日 要望項目 要望内容 取組状況(方針） 振興局名
担当

所属名
反映区分

【反映区分】
A：提言等の趣旨に沿って措置したもの
B：実現に努力しているもの
C：当面は実現できないもの
D：実現が極めて困難なもの
S：反映区分の選択になじまないもの

令和５年
10月20日
（金）

１１　国
に対する
要望の強
化につい
て
（11）学
校施設環
境改善交
付金に係
る補助
率・配分
基礎額の
引き上げ
について

　学校施設環境改善交付金の配分基礎額が必要経費の
全てを対象としていません。また、配分基礎額におけ
る建築単価が実勢価格と乖離しています。
　これらにより、自治体の負担が大きくなっているこ
とから、以下のとおり要望します。

１　補助率及び配分基礎額を拡充すること。

  国は、令和５年度予算において、学校施設環境改善
交付金について補助単価の引き上げを行いました。
  しかしながら、学校施設の改築や改修には多額の経
費を要し、各自治体の負担が大きいことから、補助率
の引き上げ等について、国に対し要望しているところ
です。
　今後とも全国の都道府県と連携し国に要望するな
ど、様々な機会を捉えて働きかけを行っていきます。
（Ｂ）

沿岸広域
振興局

経営企画
部

Ｂ：１
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